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◎ 15 34 5 16 1
○ 7 6  6 12 3 6
□ 2  2 4 1 13 2
計     24 42 15 29    16 9

　　　注　上海邏卒規則の数字は、「法規分類大全」の登載頁を表す。
　　　注　東京番人規則の数字は、条を表す。（東京番人規則細則）

　第７節　「行政警察規則」の制定と英・日・仏の治安維持文化の融合

　　１�　明治 6 年から検討されていた警察運営の基本規則は 7 年 9 月 23 日太政官に伺い出て明

治 8 年 3 月 7 日に「行政警察規則」として、太政官達で公布される。

　　　�　明治 8 年（1875）4 月 1 日施行、邏卒から巡査へ、警察掛が警部へなどの一部改正と「警

部勤務ノ事」の追加などが行われながら昭和の戦争の終結まで効力を有していた 419。

　　　�　この規則の特徴は、「内務省警保寮事務章程」、「警視廰職制章程 諸規則」を下地として、

これらと同様に

　　　　　�「警察総規則案」( 仏系 ) から「国事犯」・「健康」条項

　　　　　�「上海邏卒規則」( 英系 )・「邏卒職務規則」( 神奈川県 ) から「予防警察」「警察実務」

条項

　　　�が、さらに、

　　　　　�「自守規則」（東京警視庁）から「規律」条項

　　　　　　　注�　明治 7 年 2 月の警視廰達「巡査の心得の達」により「取締組大體法則」の「自守規則」
の継続が示されている。

　　　が採用されており、元の規則と同一の条文も多数あるということである。

　　　�　いうなれば、英、日、仏の警察文化の融合と言えるものであろう。

　　　�　なお、「第Ⅴ部第 2 章第 2 節邏卒制度の完成第 3 項異文化との融合」においても記したが、

武藤誠氏が、

　　　　　�「我が国の警察の特徴は、古代から一貫して先進国の長所を摂取し消化して来たもの

である。新しいものを取り入れたからといって、これまでのものを棄て去ったわけ

でなく、それまでの伝統の上に更に新しいものを注入した方法で発展してきたのであ

る。」（『明治の炎』啓正社文庫はじめに）

　　　　　�「先進国から学ぶべきところは躊躇なく取り入れて消化し、より成長した姿となって、

発展を続けている。」（『明治の炎』啓正社文庫我が国の警察の特徴 145 頁）

　　　�と述べていることをここに紹介したい。

　　２　「行政警察規則」条文

　　　第一章　警察職務之事

　　　　第 1 条　�行政警察ノ趣意タル人民の凶害ヲ予防シ世ノ安寧ヲ保持スルニアリ（上海邏卒

規則三　邏卒勤方心得ノ事と同趣旨）

419	 『内務省史』第一巻第四章第二節三行政警察・司法警察の確立行政警察規則 579 ～ 583 頁
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　　　　第 2 条　�各府（東京府ヲ除ク）県長官其事務ヲ提掌シ、大属以下ヲ分テ警察掛トシ、之

ヲ専掌セシメ、便宜各所へ出張シ、邏卒ヲシテ各部ニ分派シ、巡邏査察セシム。

　　　　第 3 条　其職ヲ大別シテ四件トス

　　　　　防第一　人民ノ妨害ヲ防護スル事（上海邏卒規則三　邏卒勤方心得ノ事と同趣意）

　　　　　第二　健康ヲ看護スル事（警察総規則案第 2 条前段と同条文）

　　　　　第三　放蕩淫逸ヲ制止スル事

　　　　　第四　国法ヲ犯サントスルモノヲ隠密中ニ探索警防スル事

　　　　　　　　　　　　　　　　（警察総規則案第 2 条後段と同趣意）

　　　　第 4 条　�行政警察預防ノ力及バズシテ法律ニ背ク者アル時、其犯人ヲ探索逮捕スルハ司

法警察の職務トス（警察総規則案第 3 条と同条文）

　　　　第 5 条　略　派出官員の集合教養

　　　　第 6 条　略　警部等の職務

　　　　第 7 条　略　非常事件の警保頭への報告

　　　　第 8 条　�警察官吏ハ公同一般ノ利益ヲ図リ、一家隠微ノ小悪ヲ発ク可ラズ。且一己ノ功

ヲ貪リ警察一般ノ目的愆
あやま

ル可ラズ。

　　　第二章邏卒勤方之事　略

　　　第三章邏卒心得之事　略

　　　　　注１�　神奈川県の「邏卒職務規則」は、明治 6 年 6 月には「警保課職制」及び「邏卒職務
規則」等を改正すべく、警保寮に上申したが、回答は保留されたため、7 年 1 月に内
務省が発出した「東京警視廰職制章程 諸規則」を参考に一部改正を行い、明治 7 年
5 月 28 日再度上申を行い 420、司法警察にかかる部分を除き、6 月 1 日から仮規則とし
て施行、翌 8 年 3 月に行政警察規則の公布までの暫定運用となっていた。

　　　　　　　�　この再上申について中原英典氏は、「章程に基づき取捨を加えたとあるが、なお、
同県独自の色彩も有していて興味深い」と述べている 421。

　　　　　　　�　「事務章程」を参考に一部改正したというが、第一章警察職務之事などは、「事務章程」
とは全く異なる部分が多く、「健康」条項が加えられた程度である。

　　　　　　　�　「上海邏卒規則」の条文は先に導入したと考えられるが、明治 6 年の上申文が不明
なため何れが出典なのか判断は難しく、さらなる研究を要する。

　　　　　注２�　上海邏卒規則は、犯罪予防を中心とした活動の具体策を縷々精密に述べている他、
持ち場を離れないこと、貴賤に関わらず丁寧な対応などを具体的に規定し、「勉強と
昇進、勤務怠惰等への懲戒免職、身体操練、賞金制度、医療制度、相互扶助積立金制度」
などにも及んでおり、大変進んだ規定であったことがわかる。

　第８節　第一回地方官会議の開催

　　明治 8 年 6 月 20 日から 7 月 17 日にかけて、佐賀の乱などで 1 年延期になっていた第一回

地方官会議が開催され、『地方警察議問ニ付議案』（第一条警察費、第二条定員、第三条邏卒の

採用基準 422）が討議され、それまで三府開港場に限定されていた、西欧のポリス制度に範をとっ

420	 『神奈川県史料』第一巻制度部　職制（明治 1 ～ 7 年）130、136 頁
421	 中原英典『明治警察史論集』良書普及協会一左院における行政警察規則案審査 4 ～ 5 頁 
422	 『新修氏神戸市史』　歴史編Ⅳ　近代現代　第一章Ⅰ第一節近代都市機構の整備 6 頁
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た近代警察制度が第一回地方官会議を契機に格段に進むことになる。423。

　　なお、本章は、「邏卒規則」から「行政警察規則」への近代警察制度が確立される段階であり、

本稿の主たる目的である「創設の研究」からはやや離れるので、第 6 節第 3 項「各条文の概括

的な比較検討」と記したように、詳説は別稿としたい。

第Ⅷ部　条約改正と居留地の消滅

第１章　条約改正交渉
　第１節　日・英関係の対立

　　第１項　日・英関係の危機的状況

　　　明治 5 年 11 月、岩倉使節団のロンドン交渉で、「一旦外国に譲り渡した権利の回復がいか

に至難の業か」との教訓を得たが 424、これを機に両者の対立が深まる。

　　　明治 6 年 12 月 20 日寺島外務卿は、英公使パークスに対し、ロンドン交渉でイギリス側が

第一に要求した日本国内の通行権に対し、「そもそも、Extra Territoriality すなわち地方管

轄外の特権を外客に付与し、而して内地旅行及び貿易の権理を許可するは何れの国たりとも

行政上一大弊害を生ぜざるを得ず」として、「特権地域」の撤廃を条件に認めるという極め

て強い姿勢を示した 425。

　　　明治 7 年 4 月 8 日の英国公使館員アーネスト・サトウの従者逮捕事件、続いて同 7 年 5 月

6 日の英国公使館建築現場での職人の放尿とこれを取り押さえようとした警視庁巡査に英国

人が阻止しようとして紛争となり、公使館内でこの英国人を拘引した事件などから日・英関

係は幕末以来最も危機的な状況となっていた 426。

　　　　注�　明治 9 年 9 月ロンドンへ賜暇帰国中のサトーは、英外省のアジア地域米国担当首席補佐
官 P.W. カリーとの夕食後の会話でカリーが「いつかは外国人に対する裁判権を獲得でき
るという希望を、日本人に伝えるべきであろうか。」との質問に「仮にイギリス政府が断
じて裁判権を譲り渡さない積りでいる場合でも、いつかは裁判権を獲得できるという希望
を彼らに抱かせるのが、礼儀にかなったやり方だと思う。」と述べている 427。

　　　このような中で、明治 12 年 11 月 19 日付井上外務卿から在英公使森有礼宛に

　　　　�「英公使パークス氏は、…在日英国民は日本政府の法則を順守するに及ばず、唯英法の

みを順守すべきなりとの説を主張し、これがため我が国の諸法令、銃猟規則、水先案内、

その他我が国の行政上不可欠な法・規則まで英人に順守せしむる能はざるの勢いに至れ

り…」

423	 『新修氏神戸市史』　歴史編Ⅳ　近代現代　第一章Ⅰ第一節近代都市機構の整備 3 ～ 5 頁
424	 萩原延壽『遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄 11 北京交渉』朝日文庫余震 151 ～ 152 頁
425	 『大日本外交文書』第六巻外国人内地旅行に関する件　内地旅行不許可の儀 692 頁
426	 小風秀雅「英・仏駐屯軍撤退期の国際関係」横浜開港資料館『横浜英・仏駐屯軍と外国人居留地』

321 頁
427	 萩原延壽『遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄 12 賜暇』朝日文庫賜暇（続）171 頁
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　　と訓令している 428。

　　第２項　パークス公使への評価とその死

　　　パークスの対日恫喝外交に対しては、部下のアーネスト・サトウからも批判が出ていたの

であり、「恫喝の時代は終わり、精妙な術策（finnnes）の時代が来たがパークスは少しもわかっ

ていない。」と批判していた 429。

　　　また、後年にサトーは「明治 6 年以降のパークスに対する日本政府の態度は不信の一語に

尽きており、日本政府は台湾問題では彼の助言と反対の事を実行し、中国との条約交渉も同

様で、アメリカとは秘密に関税交渉をおこなっている 430。」とも述べていた。

　　　これ等の経過を見てもパークスは、イギリスの国益を徹底して擁護するという点で、いわ

ば不屈の闘志を発揮する人物であり、イギリス商人から熱烈な支持を受けていた所以でもあ

る 431。

　　　なお、外交官として 1865 年（慶応元年）7 月から 1883 年（明治 16 年）砲艦外交を交え、

不平等条約である「改税約書」及び「兵庫・大阪規定書」並びに「横浜外国人居留地取締規則」

締結という外交的勝利と明治維新にまで影響を及ぼした最も老獪な公使であった。

　　　なお、パークスは、寺島外務卿を「狡猾な人物」（パークス伝）と評しているが、それは

すなわち好敵手であったという評価に聞こえるのではないか。

　　　しかし、元外務大臣林薫のようにパークスを評価する意見もある 432。

　　　　�「パークスは公正なり　パークスは性急なる人にて、日本人を啓発指導して文化の域に

進め、其の工業貿易を発達せしめるを以て英国の利益となし、誠心誠意その目的を達す

るを務めたる人なり。故に日本人に対しては、往々姑が新婦を呵責するが如き態度あり、

依って異憚嫌厭たる状ありたけれども、或る他の公使の如く其の身の地位を利用して、

自身又は知人の為に私を営める跡なし。故に、其の日本に居たる間は我国人に悪まれた

けれども、北京に転勤の後に至りて、頗る追慕せるる所となれり。」林薫回顧録

　　　パークス公使は、明治 16 年（1883）7 月、駐清国公使へと栄転するが、その 2 年後に北

京に於いてマラリア病で客死する。

　　　なお、日・英関係が好転するのは、明治 23 年ロシアのシベリア経営、南下方針とドイツ

の極東進出への対抗として、イギリスが日本との接近を求めて以降となる 433。

　第２節　条約改正交渉の状況

　　第１項　イギリスとの交渉　

　　　１　イギリスの条約改正に対する見解、方針

428	 大山梓『日本における外国人居留地』広島法学 / 広島大学法学会［編］二外国人居留地と自治行政
権 35 頁

429	 萩原延壽『遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄 11 北京交渉』朝日文庫余話 107 ～ 112 頁 
430	 萩原延壽『遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄 11 北京交渉』朝日文庫余話 110 頁 
431	 萩原延壽『遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄 14 離日』朝日文庫パークス 224 頁 
432	 由井正臣校注林薫回顧録『後は昔の記』平凡社「パークスは公正なり」183 頁
433	 『横浜市史』第四巻下第四編第二章第四節四条約改正反対運動の本国における反響 416 ～ 421 頁
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　　　　�　維新前、討幕派は、「条約改正」を叫び始め、維新後は新政府の標榜するものとなるが、

ここで、イギリスの条約改正に対する見解、方針を見てみよう。

　　　　（1）公式見解

　　　　　　�「現行の条約は、将軍とだけ結ばれているのではなく、日本と結ばれている。」とし

ており 434、条約の勅許は天皇による批准であると解釈されていた 435。

　　　　（2）利権拡大の方針

　　　　　　�　「第 1 部第 1 章第２節「条約利権の拡大方針」について」で、述べたように、また、

次に述べる岩倉使節団のロンドン交渉時にパークス覚書として、具体的に示されて

いる。

　　　２　ロンドンにおける予備交渉

　　　　�　1872 年（明治 5 年）11 月 22、27 日の岩倉使節団による英外相グランビルとの会談では、

駐日公使パークスが外相へ「パークス覚書」を提出し、

　　　　　�「①日本内地旅行の自由化②沿岸貿易への参加③外国資本の使用④関税率の改訂⑤税

関行政の改善⑥関税、保税制度の改善⑦トン税及び灯台⑧国内通貨⑨国内法廷⑩外国

人居留地の自治政府⑪港湾規則⑫政府館員の貿易に対する干渉」

　　　　の 12 項目を挙げている。

　　　　　　注�　⑩については、「第Ⅰ部第 2 章第 1 節「外国人居留地の自治行政府」政策について」
を参照のこと。

　　　　�　最初の 3 項目は日本政府が譲与すべきとするもので、外国人居留地の自治政府などは

上記（2）で述べた利権拡大を目指すものであった。

　　　　�　イギリスは、強硬に内地旅行、沿岸貿易の自由化を強く求めたが、外務大輔から駐英

公使として着任した寺島宗則が、「それにはまず現行条約における領事裁判権の撤廃が

不可欠だ。」とやり返し、さらに「遊猟規則、神戸の居留地外の居住外国人の地代不払い。」

などの実例をあげて徹底的に反論に及んで我が国の主権を主張した 436。

　　　　　　注�　ロンドンにおいて、木戸孝允、大久保利通は警察裁判所（Police Court）を視察し
ている 437。

　　第２項　イギリスの内地旅行規則案の提示と日本の拒否　

　　　岩倉使節団は、ロンドン交渉で、「一旦外国に譲り渡した権利の回復がいかに至難の業か」

との教訓を得たが、これを機に両者の対立が深まったことは既に述べたとおりである。

　　　　注�　慶応 3 年 2 月 7、8 日仏公使ロッシュは、大阪城謁見に先立ち親密な関係の慶喜との私
的会見の際、「各国条約御取結びの節は、後来の利害を深く御存知これなく、やむを得ざ
るの勢にて候えども、一旦条約御取結びの上は河流の帰らざるが如く、天の力にも挽回の
義は相成らず候 438。」と述べたことが現実となったのである。

434	 萩原延壽『遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄４慶喜登場』朝日文庫 130 ～ 131 頁
435	 萩原延壽『遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄４慶喜登場』朝日文庫 260 頁
436	 犬塚孝明「明治外交官物語」吉川弘文館 68 頁
437	 萩原延壽『遠い崖－遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄 9 岩倉使節団』朝日文庫岩倉使節団 310 頁 
438	 萩原延壽『遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄４慶喜登場』朝日文庫謁見 324 頁 
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　　　明治 6 年 12 月 20 日、外務卿寺島宗則は英公使パークスが主導した旅行制限撤廃への「内

地旅行規則案」に対する覚書で

　　　�「Extra Territoriality、即ち地方管轄外の特権（治外法権）を外客に附与し、而して内地

旅行及び貿易の権理を許可するは、何れの国たりとも行政上に於いて一大弊害を生ぜざる

を得ず。蓋し独立不羈の国は、各国交際の法に於いて一日も之を許さざるものにして欧米

各国の間、未だかくの如き例あるを聞かず。」（「第Ⅵ部第 2 節第 6 項　特権地域化に対す

る当時の外務卿の認識」の再掲）

　　と治外法権を有する間は、旅行制限を緩めないとの断固とした原則を伝えている 439、440。

　　第３項　歴代外相による取組み

　　　歴代の我が国外相は、様々なアプローチで改正を図り、寺島外務卿の後任、井上馨外務卿

は、行政権回復（ただし警察行政に力点を移した）を進めるが、交渉は難航する。

　　　警察行政は一般外国人の日常的な権利にかかわるものである上に、表面上、法権を掲げた

ことが反対の口実を増やしたためで 441、以後、地方警察規則として、領事裁判権との区分を

計り、日本側の裁判権とするなどの案が議論されるが、パークス公使の強い反対などから容

易には進まなかった。

　　第４項　横浜居留民の条約改正反対集会と日本国民との対立動向

　　　明治 23 年 7 月、青木外相の「立憲制度と治外法権は両立しない」との法権回復を中心と

した条約改正案に対し、関税率などの商業上の利権を継続しようとするイギリスは、領事裁

判制度の廃止に 5 年後の廃止で同意しようとしていた。

　　　これを知った横浜居留地の外国人は明治 23 年 9 月 11 日 350 人が山手公会堂に集まり、

イギリス政府の方針に反対する決議を満場一致で採択した 442。

　　　これに対し、在京の壮士組錦旗社、横浜の「横浜同盟会」などが居留民に対する抗議書簡

の送付、集会が行われ、居留民指導者は死ねといったような演説により、警官に中止させら

れるような過激なものとなった。

　　　このために、横浜居留地警察署は非常線を張り、要点に巡査を配置し、居留民幹部にも護

衛が付く事態となった 443。

　　　しかし、ロシア、ドイツのアジア進出に対して、イギリスは新しい極東政策の必要性に迫

られ、対日接近策となり居留民の庇護者であったパークスも明治 16 年に駐清公使へと転出、

居留民の主張はイギリス政府から無視されることとなる 444。

　　第５項　神戸・大阪居留民の動向

　　�　神戸・大阪居留地においては、当初反対署名を行っていたが、神戸商業会議所会頭英人

439	 萩原延壽『遠い崖－遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄 10 大分裂』朝日文庫大分裂 133 頁 
440	 『大日本外交文書』第六巻外国人内地旅行に関する件　内地旅行不許可の儀 692 頁
441	 五百旗頭　薫『条約改正史』有斐閣第一部第 2 章井上外務卿と警察行政 91 ～ 94 頁
442	 『横浜市史』第四巻下第四編第二章第三節居留民の条約改正反対集会 363 ～ 391 頁
443	 『横浜市史』第四巻下第四編第二章第四節三条約改正反対集会後における居留民の動向 409 ～ 413 頁
444	 『横浜市史』第四巻下第四編第二章第四節四条約改正反対運動の本国における反響 417 ～ 421 頁
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ヒュースは、「条約改正に反対する必要がない」として公開の抗議集会の議長を拒んだこと

から、私的な集会に代わり、横浜の条約改正全面反対の決議に比し、穏やかな表現となった
445。

　　第６項　明治期における近代警察制度の諸相

　　　１　国内の諸相

　　　　（1）外交的な側面

　　　　　�　不平等条約改正への近代化政策という側面においては、開港場における警察制度が、

その重要な位置づけにあった。

　　　　　�　明治 17 年 5 月の全国警部長詢問会（警察本部長会議）で井上外務卿は「今や将に

警察上一層の改良を加えざるべからず、何となれば諸外国との条約改正の一義これな

り。」と警察の近代化は条約改正交渉の成否と深い関係があると述べ、さらに全国開

港場の警部長を私邸に招き懇談している 446。

　　　　（2）統一集権国家への内政的側面

　　　　　�　統一集権国家への「官僚制」という意味では、第Ⅶ部第 1 章第 1 節第 1 項で述べた

明治 4 年 11 月 23 日設置の東京府における鹿児島からの 2,000 人を中心とした「取締

組」（いわゆる邏卒）が中央集権国家の軍、警察という 2 本の柱の一つであったこと

であろう。

　　　　（3）行政・民政的な側面

　　　　　�　近代国家にとって行政警察機構の確立の意味は、治安機構の確立の意味にとどまる

ものではなく、一般行政機構確立の前提としての意味が大きかった。

　　　　　�　近代国家の行う「人民の保護」のための行政は、封建領主の行う消極的な社会にお

ける内済機能の存在を前提とした政治とは異なり、余りに積極的に市民生活に関与し

ていくゆえに、一つとして、市民の間に利害の対立を起こさないものはないからであ

る。道一本引くにしても学校一つ建設するにしても、市民の利害はお互いに激しくぶ

つかり合う。対立があればそれを抑止する力が必要となる。だから行政警察の整備を

まってはじめて一般行政は確立するのである 447。

　　　２　海外における日本の租界と領事館警察

　　　　�　我が国の外務省では、横浜居留地における近代警察のノウハウを活かして、他国同様

に韓国、中国の領事館において「外務省警察」（領事館警察）を明治 13 年（1880）から

戦前まで設置し、最大 3,500 名の警察官を配置・運用していたことは、荻野富士夫著「外

務省警察史」（校倉書房）に詳細に述べられている 448。

　　　　�　また、戦前の中国には、西洋の進出国の後追いで明治 28 年（1895）から重慶、沙市、

445	 『横浜市史』」第四巻下第四編第二章第四節三条約改正反対集会後における居留民の動向 409 頁
446	 神戸戸市紀要『神戸の歴史』第 14 号昭和 61 年 2 月草山巌「神戸外国人居留地をめぐる警察問題」
447	 『新修神戸市史』歴史編Ⅳ近代・現代第一章第一節２地方行政機構の確立８頁
448	 荻野富士夫著『外務省警察史』校倉書房
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杭州、蘇州など 8 カ所に日本租界が設置され、治外法権も設定されていた 449。

　　　　�　特に、上海租界の工部局警察には、1916 年頃日本人警察隊 30 名が警視庁から派遣さ

れ 450、日中戦争時には、上海への日本軍進駐に伴い警察教習所教授、福島県警察部長を

歴任した渡　正監が、昭和 16 年工部局警視副総監、17 年から 20 年 2 月まで総監に在

任していた事実もある 451。当時の職員の大多数は、イギリス人であった 452。

　　　　�　なお、横浜居留地の各国の領事館にも警察官が配置されており、英・仏・米の他中国

も条約締結後、配置していた。

　　　３　イギリスの居留地運営の論理と日本の租界

　　　　�　ここで、神戸居留地に長年勤務した英領事ジョン・カーリー・ホールが「神戸開港の

頃の思い出」と称する一文に彼の神戸居留地に関する見解が書かれている。

　　　　　�「神戸居留地は社会的にみても見事に成功した外国人混合共同体である。

　　　　　�　それはまたラザフオード・オールコック卿とハリー・パークス卿という二人に優秀

な英国人の豊かな経験のおかげでもあった。　

　　　　�　　そして 4 年間という短期間内に日本は彼らから二度にわたり恩恵を受けた。

　　　　　�　すなわち 1864 年に、オールコック卿は治外法権下における居留地の管理は国際的

に行われるべきだと主張し、各国ごとに分割した居留地や租界を作ることに断固反対

し、米国、フランス、オランダ等の同意を得て神戸居留地が誕生したことである。

　　　　　�　また、パークス卿は 1868 年の居留地条約で、今もなお上海租界で行われている領

事団と選出された居留民代表者との分離を廃止した。統合された居留地会議の一員に

日本側行政責任者の知事を加えたことも極めて重要であった。

　　　　　�　神戸居留地で行われたさまざまな社会学的実験により教示された事柄を、こんどは

日本が中国に率先して伝達するに違いないと思うのは、私の期待が大きすぎるだろう

か 453。」

　　　　�　さて、上記文中の下線部分は、卓見である。

　　　　�　それは、「日本が自国から外国の不平等条約を払い落とす前に中国で同じ特権を獲得

したという驚くべき事実が之を如実に示している。」（E・H・ノーマン大窪愿二訳『日

本における近代国家の成立』岩波文庫）と書かれているように、先にも述べたが、明治

28 年（1895）日本は、下関条約で中国の重慶他 4 地に「租界」を置くことを認めさせ

ている 454。

449	 大里浩秋「中国における日本租界がたどった道」第 7 回外国人居留地研究会 2014 全国大会　横浜大
会シンポジウム（神奈川大学非文字資料研究センター租界班）

450	 藤田拓之「国際都市上海における日本人居留民の位置」立命館言語文化研究 21 巻 4 号
451	 アジア歴史資料センター（0234）「租界工部局人事に関する件」陸軍次官よりシナ派遣軍総参謀長宛

秘電報、『日本人名大事典』現代
452	 藤田拓之「国際都市上海における日本人居留民の位置」立命館言語文化研究 21 巻 4 号
453	 堀　博　小出石史郎共訳『神戸外国人居留地』神戸新聞出版センタージャパンクロニクル　ジュビ

リーナンバー第三部神戸開港の頃の思い出 259 頁
454	 大里浩秋「近代中国と開港都市」2015，11,2 神奈川大学非文字資料研究センター講座「横浜と上海」
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第２章　条約改正による居留地の消滅と警察規則の順守
　第１節　陸奥外相による条約改正

　　条約改正は、寺島宗則が始め、井上馨、大隈重信、青木周蔵、榎本武揚の歴代外務大臣を経

て陸奥宗光により達成された。

　　歴代外相の条約改正案は、野党、民間からの反対論で日本自らが潰れるということが多かっ

たが、陸奥は伊藤博文に助けられ、事前に政府内の了解を得ていたが、議会は「条約励行」を

スローガンとしていた 455。

　　この主張は、条約の運用で条約よりも不当な運用がされているなどの領事裁判権に対する不

満と並んで、外国人への微温的な取り締まり、警察規則適用の不統一（銃猟規則）への批判が

含まれていた。

　　さらに、当時、条約励行論の過熱化を背景に、外国人に対する嫌がらせや暴力事件が頻発す

るようになっていた。

　　こうした中で、明治 26 年（1893）12 月対外硬派は条約励行建議案を上程し、12 月 29 日陸

奥外相が条約励行に反対する演説を行い、翌日解散となった。

　　しかし、翌年 8 月 1 日、日清戦争が始まる。この間、ロンドンでは、内地開放と外国人の権

利制限を条件とした交渉が続けられ、イギリス側との合意を得ることになる 456。

　　陸奥は、「条約改正で一番意を用いたのは内政に注意することであり、改正を成功させ得た。

それまでの改正案は草稿を広く配布したため、それをもとに国内が紛糾した。したがって、改

正案は伊藤総理大臣のみに送り諸大臣には詳細な説明後、改正案は持ち帰った。大臣以外の質

問には単に「十分な対等条約である」とのみ答え、世論での紛論を防いだ 457。」旨を述べている。

　　　注�　入江昭氏は、「明治政府は無思想の外交を現実に即して進め、国民は思想的な受け取り方
をしたため、しばしば反対論が出て交渉が挫折した。458」と述べているように陸奥は、リア
リスト外交に徹したのであろう。

　第２節　居留地の消滅と警察規則の順守

　　第１項　居留地の消滅

　　　我が国の主権から切り離されていた神戸居留地の返還は、次のようであった。

　　�　条約改正前年の 11 月観艦式に明治天皇が、神戸に来られることで居留民の陛下に奉祝の

意を表する決議が、居留民集会で全員の支持を得た。

　　�　そして、天皇陛下は初めての外国人居留地御通過をされ、英領事が神戸駅で奉迎の辞を読

み上げ、居留地役員は拝謁を賜り、居留地を通過され、妻子ともども心を込めて歓呼する外

国人に手を上げて何度もお応えになったという。

　　�　日本の各新聞にも、激動期の大きな力になると大きく報道・称賛された 459。明治 32 年 7

月 17 日条約改正による神戸居留地の返還式の演説で、英領事ジョン・カーリー・ホールは

455	 五百旗頭　薫『条約改正史』有斐閣終章　総括と展望　328 頁
456	 五百旗頭　薫『条約改正史』有斐閣終章　総括と展望　329 頁
457	 由井正臣校注『後は昔の記他林董回顧録』平凡社外交よりも内攻 250 ～ 251 頁
458	 入江昭『日本の外交』中公新書Ⅰ近代日本外交の源流無思想の外交 27 ～ 28 頁
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病気で出席できず、代理のド・ルシ・フォサリュウ仏領事は、

　　　�「30 年前、居留地は砂浜で松の木を取り除いただけの荒涼とした一文の値打ちもない土地

であった。今は、美しい建物が並び、倉庫には商品が溢れ、地価一フット平方（3/1 ヤード）

当たり 10 ドルもするという立派な街に変わって日本政府に返還します。居留地会議は冷

静に、そして誠実にその任を果たした…神戸の歴史は居留地抜きには語れない。」

　　�と「美しい街並みと友好親善」を述べていた 460。

　　�　なお、横浜では、改正条約実施祝典会が旧横浜居留地の横浜公園において園遊会が神奈川

県知事浅田徳則、横浜市長梅田義信の主催でにぎやかに行われたという。

　　�　横浜市史では、「居留民の条約改正反対運動は、新しい世界情勢の変化を無視して、居留

地制度を存続し、治外法権を固執し、諸特権に甘んじるという旧習墨守の反動的運動であっ

たといえよう。その傍証としてこの運動の指導的人物には、旧習になずんだ居留歴の長い商

人が多かったことをつけ加えておこう 461。」と述べられ、神戸の商人らの先進性との差が明

白であった。

　　第２項　警察規則の遵守

　　�　条約改正問題は、度重なる交渉の末、明治 27 年（1894）7 月陸奥外務大臣の対英交渉に

よる「日英通商航海条約」において改正される。下記の条文要旨を見れば両国の安政条約を

基にした対立点が解消されたことが理解される。

　　　第 1 条第 1 項　両国における旅行、居住の自由

　　　　　　第 3 項　両国における信教の自由

　　　第 3 条第 2 項　�両締結国の臣民が、他の一方の国内に居住する時、内国臣民と同様其の国

の法律、警察規則及び税関規則を順守すべき

　　　第 20 条　�新条約の実施とともに嘉永七年八月二十三日の条約、慶応二年五月十三日締結

の改税約定、安政五年七月十八日締結の修好通商条約及びこれに付随したる一

切の諸条約を廃止する旨の明記、海関税は、100 分の 15 から 100 分の 5 の従価

税とする

　　�　これにより、日本が約 40 年間学習させられた治外法権を撤去し、強要された関税率 5%

も漸く廃止となった。 

　　�　そして、明治 32 年にはこの条約の施行により領事裁判権、治外法権の撤廃と居留地の消滅、

外国人に対する旅行制限、外国人居留地、キリスト教の布教禁止も全て廃止されたのである。

　　�　中でも、開国以来の争いが続いた警察権について「警察規則の順守」と明示され、治外法

権問題の中心課題であった外国人に対する警察権の制限・喪失が完全に回復されたのが異議

深い。

459	 『横浜市史』」第四巻下第四編第二章第四節三条約改正反対集会後における居留民の動向 196 ～ 198
頁

460	 堀　博　小出石史郎共訳『神戸外国人居留地』神戸新聞出版センタージャパン・クロニカル紙ジュ
ビリーナンバー第一部神戸の歴史 118 ～ 121 頁

461	 『横浜市史』第四巻下第四編第二章第四節四　条約改正運動の本国における反響 421 頁
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　　�　近代警察制度は、寺島らが「巡整吏卒」で始め、陸奥らが「邏卒」を完成させ内務省警保

寮が「行政警察規則」によりこれを確立させた。

　　�　勿論、これには神奈川奉行所、幕府以来の役人、通訳、そして新たな希望を抱いて神奈川

警衛隊、巡整組、東京府取締組、邏卒に応募した治安の担い手が大きな役割を果たしたので

あろうことも忘れてはならない。

　　�　慶応 3（1867）年 6 月 22 日「幕府の廃止と朝廷の政権掌握等と共に幕府締結の諸条約改

正 462」を国家目標として以来、32 年を経てようやく関税権の一部を除いて改正を達成した

のであった。

　　�　なお、岩倉具視 463、寺島宗則、陸奥宗光、川路利良らは、いずれも条約改正により主権を

回復、独立した日本を見ずに他界している。

終章

　本稿の副題である Unequal Treaties（不平等条約）と日本について、後の駐日公使（三大ジャ

パノロジストの一人 464）アーネスト・サトウは、どのように視ていたのであろうか、明治 16 年

9 月付の条約改正に関する「覚書」を見ると

　　�「清国が伝統的な国際関係観を変えない限り、かれらが協定関税率や治外法権の政策の放棄

を提案してきても、それを考慮してやる余地はまったくないのである。しかし、日本の場合

462	 宮地正人『維新政権論』岩波講座日本通史第 16 巻近代Ⅰ 112 頁
463	 墓所は、都内品川区北品川海晏寺
464	 横浜開港資料館『開港のひろば』126 号 2014 年 10 月 22 日

写真 17　条約改正
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は事情が全く違い、日本の歴史は、かれらがよりすぐれた文明に接するたびに、その思想と

制度を摂取することにきわめて熱心であったことを示している。その摂取の対象はかっては

中国文明であったが、約 30 年前に欧米諸国が日本の鎖国の扉を押しあけて以来、西欧文明

に変わった。・そして、彼らの必要に最も適合するものを選んでその制度を作り変えようと

懸命につとめている 465。」

と述べている。

　ペリー来航と開国について、元防衛大学校長五百旗頭真氏は、「注目すべきは日本の歴史にお

ける”再生バネ”である。白村江での敗戦後、ペリー来航後、第二次大戦の敗戦後の三つの局面は、

失敗から教訓を学び躍進した時期である。」と指摘している 466。

　兵庫港は京に近く、朝廷が開港を強く反対したのは、白村江の敗戦後、唐海軍の侵攻を懼れて

水運の良い大和川沿いの飛鳥から、急流の宇治川の大津へ遷都した記憶であろうか。

　～「三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなむ隠そうべしや」（額田王）～

　鎌倉市扇ヶ谷の寿福寺にある陸奥宗光伯の墓前には、吉田茂元首相の揮毫になる石碑に伯の座

右の銘「蹇蹇匪躬」が刻まれている。

　　　　陸奥宗光伯ハ紀州藩士伊達宗弘ノ子　夙に勤王ノ大義ニヨリ明治新

　　　　政府ニ参画　天賦の奇才ト刻苦精励ヲ謳ハル　殊に外務大臣トシテ

　　　　條約改正　日清戦役及ビ講和に縦横の機略を揮ヒ　蹇蹇匪躬　誠を

　　　　シ　以テ不滅の功ヲ胎ス　明治三十年八月二十四日疾ニ因リ薨ス

　　　　享年五十四　茲に七十周年ニ當リ伯の偉勲ヲ偲ヒ　有志相議リ碑ヲ

　　　　建テ　永ク之を記念スル　云璽

　　　　　　昭和四十一年八月二十四日　陸奥宗光伯七十周年記念会

　　　　　　　発起人代表　　吉田　茂

（謝意）

　本稿をまとめるにあたっては、警察政策学会警察史部会の加藤会長をはじめ、多くの方からご

指導、ご助言、励ましをいただいたことに心から感謝申し上げたい。とりわけ、戸髙事務局長に

は、論文内容から校正までひとかたならぬお世話をいただき、感謝の一言では語れないものがあ

る。今後とも研究部会のけん引役としてご指導いただけることを心からお願いしたい。

　幸いに、筆者が属する外国人居留地研究会においても、居留地における自治警察権についての

研究機運が高まり、2015 年第 8 回居留地研究会全国大会（於神戸女子大学・教育センター）に

おいて、自治権問題が討議され、筆者も横浜研究会代表として本稿に沿った「外国人居留地の条

約と自治権」を発表できたことを報告したい。

465	 萩原延壽『遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄 14 離日』朝日文庫パークス 203 ～ 204 頁
466	 五百旗頭真『日本は衰退するのか』千倉書房（読売新聞 2015 年 2 月 2 日）
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「主要参考文献」

神奈川県史料、神奈川県史、神奈川県史資料編、神奈川県警察史、鎌倉市史、警視庁史、新修大

阪市史、新修神戸市史、続通信全覧、大日本外交文書、廰府県警察沿革史、内務省史、幕末維新

外交史料修成、兵庫県史、法規分類大全、横浜市史、横浜市史資料編

E・H・ノーマン大窪愿二訳『日本における近代国家の成立』岩波文庫

五百旗頭　薫『条約改正史』有斐閣

石井　孝『明治初期の国際関係』吉川弘文館

　　同　　『明治維新と外圧』吉川弘文館

犬塚孝明『明治維新対外関係史研究』」吉川弘文館

F.V.Dickins 高梨健吉訳『パークス伝』平凡社

大日向純夫『近代日本の警察と地域社会』筑摩書房

大山　梓『旧条約下に於ける開市開港の研究』鳳書房

　　同　　『日本における外国人居留地』広島法学 / 広島大学法学会［編］

荻野富士夫『外務省警察史』校倉書房

笠井聰夫『紛争国家の治安再生と警察改革－明治日本の例』警察政策学会資料第 76 号

笠野　孝『警察という言葉の成立事情』警察政策学会資料第 31 号

加藤祐三『幕末外交と開国』講談社学術文庫

　　同　　「二つの居留地」『横浜と上海』　横浜開港資料館　

草山　巌「神戸外国人居留地を巡る警察問題」『神戸市紀要』（第 14 号）

高村直助「維新期における対外折衝と横浜」横浜開港資料館『紀要』第 28 号

田村正博「派出所・駐在所制度の創設過程（上）」『警察学論集』第 47 巻第 4 号

斉藤多喜夫「居留地関係の法令をめぐって」『横浜居留地の諸相』横浜開港資料館

　　同　　　「横浜居留地の成立」『横浜と上海』横浜開港資料館

　　同　　　『横浜外国人墓地に眠る人々』有隣堂

高橋雄豺「明治警察史の特長」『警察研究』第八巻第 8 号良書普及協会

　　同　　『明治の警察部長』良書普及協会

内藤　弘『スコットランド・ヤード物語』晶文社

中原英典「明治五年・石田英吉等の香港警察視察（一～三）」『警察研究』第 46 巻第 1,3,4 号

　　同　　『明治警察史論集』良書普及協会

雑賀博愛『大江天也伝記』大空社

萩原延壽『遠い崖－アーネスト・サトウ日記抄』朝日文庫全 14 巻

林田敏子『イギリス近代警察の誕生』昭和堂

洞　富雄『幕末維新期の外圧と抵抗』校倉書房

堀田曉生・西口忠共編『大阪川口居留地の研究』思文閣出版

堀　博　�小出石史郎共訳『神戸外国人居留地』（クロニクル・ジュビリーナンバー）「神戸新聞出

版センター」
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宮地正人『維新政権論』『日本通史』第 16 巻近代 1 岩波書店

　　同　　『幕末維新変革史』上・下岩波書店

森田朋子『開国と治外法権』吉川弘文館

安岡昭夫『幕末維新の領土と外交』清文堂

由井正臣　大日向純夫　日本近代思想体系 3　『官僚制　警察』岩波書店

横浜開港資料館『Directory』、『英国外務省資料 Fo.』

国会図書館『邏卒勤方問答』、『香港邏卒章程』

　（以上五十音巡）

著者略歴

　神奈川県立神奈川工業高校卒業後、昭和 40 年神奈川県巡査拝命、旧居留地の加賀町警察署、

水上警察署、山手警察署及び警察本部において外事警察に従事、警察学校教官を経て警察大学校

卒業後、管区警察局、警察本部の警務・地域・交通部門等に勤務、保土ヶ谷、青葉警察署長を経

て平成 18 年退職

　神奈川県警親会機関紙編集委員、横浜外国人居留地研究会会員

付録 1　「日英修好通商条約」（抄）（全 24 条）

第三条�　神奈川長崎函館港およひ町は安政六年六月二日にブリタニア臣民のために開くへし其外

次にいふ所の場所を期限の通りブリタニア臣民のために開へし

　　　　兵庫　午七月より凡五十二か月の後より　1863 年 1 月 1 日

　　　　�新潟　若不都合の事あらは代わりの港を日本の西海岸にて　午七月より凡 16 か月の後

より　1860 年 1 月 1 日開くへし

　　　�　前に載せし各港およひ町においてブリタニア臣民居留を許すへし彼ら一箇の地を賃を以

て借り其地にある建物を買ふ事妨なく且住宅倉庫を建てる事を許すと言へとも是を建てる

に託して要害の場所を営むへからす此の掟を随はしむる為其の建物を普請修復補する時日

本役人検分する事当然たるへし

　　　�　ブリタニア臣民その建物の為に借り得る一個の場所及び港々の規定は各所の日本役人と

ブリタニアコンシュルと定むへし若同意しかたき時は其事件を日本政府とブリタニアジプ

ロマチーキアゲントに示し処置せしむへし其の居留場の周囲には門檣を設けす出入り自在

にすへし

　　　�　日本各港の場所においてブリタニア臣民遊歩の規定左のことし

　　　　神奈川　六郷川筋を限としその他は各方へ凡十里　略

第四条�　日本に在るブリタニア臣民の間に起こる争いはブリタニア司人の裁断たるべし

第五条�　ブリタニア臣民に対し悪事をなせる日本人は日本司人にて糺し日本法度に随いて罪すべ

し

　　　�　日本人或は外国の臣民に対し悪事をなせるブリタニア臣民はコンシュル或は其の他の官
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人にて糺しブリタニアの法度に随いて罪すへし裁断は双方に於いて偏頗なかるへし

付録 2　「長崎地所規則」（抄）（全 13 条）

（『続通信全覧』類轍の部地処門各港外国人居留地分配一件 15 ～ 19 頁）

　第九　町々燈明 取締之事

　　　�　町々に燈明し 番兵差置きの規定取立の儀肝要に候間コンシュル等毎年初めに右主意に

入用の金子調達の仕法相談の為地面借主を呼び集め申すべき事…以下略

付録 3　「居留地分配規則（案）」（抄）（全 5 条）

『続通信全覧』類轍の部地処門各港外国人居留地分配一件 2 ～ 4 頁

『横浜市史』第二巻第三章第二節二　各港共通土地分配規則（案）849 頁

　１�　以後横浜における沼の埋立地あるいは、長崎・函館における海の埋め立て地は、各国領事

相談の上、隋時その貿易の状況に従って分配し、地所の相場を以て時価を決定する。ただし、

右の地価は夫々の地所について、領事が偏頗なく決定する。もしその地価について各国領事

の意見が一致しないときは、多数決によって決定する。

　４�　地面証文は、領事寄りの願いでその港の奉行より渡し、地所借用者の所属国領事がこれに

署名する。

　５�　このように地所を売払ってえた金額は、領事一同が必要と思う方法にしたがって、場所一

円の積み金とする。

　　�　右の法則は、あらたに地所を拡張・分配する際の一般的法則であるが、ただし日本政府が

その居留地開拓の費用として支出した金額が、その借地料だけをもってして償うことができ

ない場合は、右地所を売り払って得た金額の半分を日本政府へ納め、残り半分をもって場所

一円の積金とする。…

付録 4　「横浜居留地覚書」（抄）（全 12 条）（『続通信全覧』）

第 1�　周囲日本里程 18 町英法 1 里にして既に方位は示し置きたる掘割の向なる地所を各国人の

調練場且当地居留地の外国人競馬の為に永々免し給ん事　

第 5�　日本政府其失費を以て掘割の内手にある沼地を残らず埋め立てする事…中略…右地所を貸

渡す時取立る金は土地の元金中に加ふべし　此の元金は街路溝渠建築道掃除等に用いる事　

右地租は他の外国居留地同様に払ふべし

第 12�　是まで多き地租を外国人より払へるか故に当地の日本士官引受なりし道路溝等の儀に付

此後対談を省かん為以後者外国地借人自ら此事を為すへく且つこれによって起れる雑費を

補はん為め諸外国人の払うへき総ての地租の内弐割は其為めに元金として年々差引へし諸

外国人の払ふべき総ての地租の内弐割は其の為に元金として年々差し引くべし
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付録 5　「横浜居留地改造及び競馬場墓地等約書」（抄）（全 12 条）（『続通信全覧』）

第一ヶ条�　競馬場操練場及び遊歩のため大岡川の後方に在る沼地を埋立んとすることに関る右約

書中第一ヶ条に掲げる取極は此度全く廃止せり・以下略

付録 6　「横浜外国人居留地取締規則」（全 7 条）

（横浜市史第三巻上第一編第五章第一節二横浜外国人居留地取締規則の制定…）

第一条�　日本政府は横浜において地所＝警察局 Land and Police Office と称する役所を設け、神

奈川奉行に属する外国人の取締役 Foreign Director 一名を雇用することを規定する。

第二条�　右の神奈川奉行支配の取締役は、横浜居留地内の道路・下水の修復・清掃及びその仕上

げを検分し、警務並びに道路・下水に関して外国人より右役所に申し立てる訴えを受け付

け、かつ、不法行為を起こす外国人に対しては神奈川奉行の指図を受けてその国の領事に

起訴することができると規定する。

第三条�　神奈川奉行支配の外国人の取締役は、横浜居留地内の安全と秩序を維持し、及び神奈川

港内の外国人の不法行為を制止するために警官として雇われたすべての外国人の指揮・監

督に当たり、そして右の取締役、並びに取締役または神奈川奉行の命を受けて行動する外

国人および日本人は、締約国人で法を犯したものを逮捕するときはいつでも、其のものを

直ちに当該国領事に引き渡さなければならず、また、領事はそのものを吟味が済むまで拘

置しておくべきことを規定する。

第四条�　神奈川奉行は、取締役の助言及び援助と外国領事の助言を以て、横浜居留地並びに神奈

川港に居住する清国人およびその他の無条約国人に対して刑事上及び民事上の裁判権を行

使すべきことを規定する。

第五条�　外国人が納入すべき地代は、取締役が神奈川奉行のために納入期限に速やかに徴収し、

また、取締役はもし納入を遅滞するものがあるときは、神奈川奉行の名のもとに当該国領

事に訴える権限を有することを規定する。

第六条�　各国公使は、その領事に命じて居留地及び神奈川港内にある居酒屋の経営者又は外国酒

類の販売者に対して、領事が発行する免許状の数を公衆の便宜をかなえる最小限に制限し

なければならないこと、そして領事は、免許状を発行するや直ちに、その写しを神奈川奉

行に提出し、また取締役は、領事の免許状なしに酒類を販売しあるいは居酒屋を経営する

ものある時は、領事に告発することを規定する。

第七条�　日本政府は、神奈川港に輸入する火薬及び爆発物などを相当の敷料で保管する安全な貯

蔵庫を設置し、また各国公使は、自国民にこれら危険物を自宅に貯蔵することのないよう、

必要な措置を取るべきことを規定する。

付録 7　「兵庫・大阪規定書」（全 12 条）

『続通信全覧』類轍之部地処門大阪外国人居留地一件一 29 ～ 30 頁

　兵庫港並大阪に於いて外国人居留場の事に付此の度取極めし箇条の件々左記の通り
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一�　日本政府に於いて條約済の各国人兵庫に居留地を神戸町と生田川の間に取極め別紙絵図面に

紅色に彩色しある通り海岸より次第に高く水はけの宜敷様に築立海岸に長さ四百間余の石垣を

設け猶以後決定の上往来筋を開下水を掘へし

二�　前条に取極めし外国人の為に用意する地所段々に塞り猶他の場所入用の時に至れは入用丈後

の山根迄広くし或は神戸町にて地所或は家作所持する日本人其望に任せ外国人え貸す事勝手た

るへし

三�　条約通り大阪に於いて家を借り住居する為の一区の場所別紙絵図面紅色に採色せし処に取極

めたり右一区の内家屋を所持する日本人貸す事を不好時は外国人え無理に貨さしむることとな

さす且つ又日本政府に於いて条約済の各国人民開港場に地面を借り家屋を建つへき法則同様に

右絵図面の中に藍色に彩色しある場所自普請の為に日本政府より貸し与ふへし右一区の西の辺

にある只今まで農業耕作しある処の地所を他の地面と平均に築立て川端に石垣を設け最用とす

る往来筋を開き下水を堀所有の樹木をそのままに置不荒様致すへし

四�　右自普請の為にする地所段々に塞がり猶他の地所入用の節に至れは入用丈南の方え地続きを

以広くすへし

五�　兵庫大阪両所の居留地は当卯十二月七日西洋 1868 年 1 月 1 日まで外国人居留すへき為条文

の通り無相違用意可致事

六�　地面の券書譲渡の代金を以て外国人の為に右地所を用意する入費を償うへし居留地を区々に

分割し勝手の好悪に依り多少の価を附け愡金高日本政府の諸入費に当たる様に勘定すへし右の

仕法は入費元金の高を以元としせり貸外国人え貸し与ふへし条約済外国人は右せり貸にて入用

丈の地面を借受へし貸渡しの金高是まで日本政府にて費せし金高に越る時は其差引益金は前以

て費やせし入用及ひ其の損失を償う為日本政府に取置くへし

七�　大阪兵庫に於いて外国人へ貸与ふる地面に付年々に地税を納むへし右地税は唯今迄日本政府

に納めし普通の地税にて外に往来並下水の修復居留地掃除常夜灯並に取締の諸入費を加へ勘定

すへし

八�　兵庫大阪に於いて前文取極めし外国人居留の場所前の法則通りせり貸に非れは日本政府より

外国の政府或は町人の社中其の外何人たりとも普請の為或は他用の為地面を貸与ふる事あるへ

からす且コンシュル出張所ため居留の内外たりとも別に地所を貸与ふへからす

九�　兵庫並に大阪に於いて外国人に貸與ふへき地面の入費元金毎年納むへき地税往来屋敷道下水

堀の員数広狭臨時にせり貸する地面の多少せり貸の仕方並にせり日限其外下文に書載する墓地

の設方ハ日本政府追て各国公使と商議すへし　

十�　千八百六十六年六月二十五日江戸に於いて取極し新定約書の法に倣い兵庫大阪に於いて外国

人のいまた輸入税を不納荷物を入るためインシュランス（火難受合の仕法而蔵は政府にて設け

請合人は別に望の者に任し事）出来へき様の貸し蔵を日本政府より設けへし兵庫に於いて絵図

面藍色に彩色しある場所は貸蔵其外日本政府の用地として除き置へし且つ又掘りかかりたる修

船場は取除くへし

十一�　各国人墓地之義は兵庫に於ては居留地の後ろの山辺大阪に於いてはズイケン山に日本政府
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より設くへし尤も地所垣墻の設けは日本政府にて致すへし掃除修復の入用は居留人の愡体に

て取計へし

十二�　西海岸の港を撰み其居留地と江戸にて借家を定る事は各国公使江戸に於いて日本政府と相

談の上決議すへし右に挙くる港 に市中に於いては統治にて取極めし仕法に基づき尚条約及

び新定約書に随いて施行すへし

　　注１�　代目、本文とも、続通信全覧類轍之部地処門大阪外国人居留地一件一（29 ～ 30 頁）に従っ
た 467。

　　注２�　「兵庫・大阪規定書」は、「兵庫港並大阪において外国人居留地を定る取極」とされること
が一般的であるが、続通信全覧類轍之部大阪外国人居留地一件の「兵庫大阪外国人居留地規
定書」の 29p ～ 30p の掲載に続く「注釈」において、「次に掲げる同居留地を定むる取極書
は此の規定書と其文小異にして條約類纂にはこれを採録す　然と□各公使館に就き当時所送
の原書類を借覧するに此の規定書ありて次に掲げる取極書無れは此書の正たる疑を容れす」

　　　　と「兵庫・大阪規定書」が正本である旨、かかれているので、こちらに従う。
　　　　　なお、兵庫県史においても、「兵庫大阪外国人居留地規定書」が用いられている。
　　　　�　また、続通信全覧類轍之部規則門大阪運上所法則一件外二件（111p 以下）の大阪兵庫外国

人居留地取極書（草案）と比較すると一部改正された 7 条を除いては、ほぼ同一である。
　　　　（草案）七�　兵庫大阪に於いて外国へ貸与ふ地面に付年々其地税を納むへし右地税は只今ま

で日本政府へ納めし普通の地税にて外に往来並下水の修復居留地掃除除夜燈並に
取締の諸入費をかけ勘定すへし

付録 8　「兵庫・大阪規定書」の「附録」（抄）（全 10 条）

『続通信全覧』類轍之部地処門大阪外国人居留地一件五 108 ～ 109 頁

八�　兵庫 大阪外国人居留地取締入費とを才覚するため年々一坪に　付金一歩の三割を以て其の

金高を持ち主より納むべき事を地券え書載すべし　取締人数 入費の事毎年奉行並びに外国公

使相談して取極め輿論を採用すべし　且つ右取締人数の職務は已に日本政府と各国公使と取締

ひし横浜取締の法則に従うべし

付録 9　「兵庫大阪外国人居留地々面糶
きそいうり

賣箇條」（抄）（全 10 条）

　『大日本外交文書』第一巻第一冊 [433] 明治元年六月十九日「大阪兵庫外国人居留地々面糶売ニ

関スル規則送付の件」（920 ～ 929p）により、以下の附録 10「大阪兵庫面糶売地所地券案」、附

録 11「兵庫大坂外国人居留地約定書」と共に締結手続きが行われている。

一條�　繪図面数枚宛設置後日の證とし兵庫大阪両地御役所 各国コンシュル出張所え奉行印形居

地の寫一枚宛
づつ

を差置べし競賣の義ハ一番屋敷を始とし番付の次第を追々追て不レ残せらしむ

べし

二條�　せり直段高直の法へ必賣渡すべし若せり高同等の者有り之候ハ々猶改て右同等の者共をし

てせらしむへし

三條～八條　せり賣の条項にて略

467	 『続通信全覧』類轍の部地処門大阪外国人居留地一件一 30 頁
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九條�　右地代の外居留地取締入費等時宜次第毎歳可相納尤是ハ一坪に付金一歩の三割を不レ可レ過

（スグ）

十条　條約齊外国人たる證據無レ之モノへハ地券等相渡事不レ可レ有レ之候

付録 10　「大阪兵庫面糶売地所地券案」

『続通信全覧』類轍之部　地処門「大阪外国人居留地一件」五　109 頁　

国会図書館『続通信全覧』兵庫大阪外国人居留地々面競賣ヶ条 110 ～ 111 頁

　　　　　　『大日本外交文書』第一巻第一冊 [433] 附属書一 921 頁

　金　両　受取申候右に付余日本政府の代りとして何某へ兵庫大阪公の繪圖面通り幾百坪有レ之

第幾番屋敷永久貸渡事實正し右貸渡せしヶ條ハ左の通り

　千八百六拾八年八月七日日本政府と外国公使と取替せしヶ條書第四ヶ條に随ひ一坪に付金一歩

則地代愡高　毎年西洋三月一日に當り無二相違一可二相納一且右ヶ條書第八條に随ひ同所奉行並

びにコンシュル相談の上取極めし居留地取締入費として無二相違一可二相納一但一坪に付金一歩

の三割を不レ可レ過
スグ

　右第幾番或ハ一分の地日本と條約を取結ひし外国人民を除くの外他人に譲るべからず且譲る時

ハ必双方のコンシュルえ届出しコンシュルは日本政府へ通達可レ致

　右ヶ條の内違
い

背
はい

有レ之時ハ日本政府ハ其コンシュルへ届出し右持主の本国法度に随ひ過金等を

取立へし依て地券二枚相認一ツハ借主え渡置一ツハ右奉行所へ控となるべし

　　　　　　　　　地名年月日

○続通信全覧類轍之部　地処門「大阪外国人居留地一件」五　109p　

○国会図書館　続通信全覧兵庫大阪外国人居留地々面競賣ヶ条 110 ～ 111p

○明治政府締結　大日本外交文書第一巻第一刷 [433] 附属書一 921p

付録 11　「兵庫大坂外国人居留地約定書」（全 9 条）

『大日本外交文書』第一巻第一冊 [433] 925 頁附属書三

注「兵庫・大阪規定書」、同「附録」、「競賣規則」、「地券案」との関係併記（注）は著者による。

第一�　昨年之条約に依て大阪表各国人居留の為許せし地所糶売日限の儀者同所日本の役人と各国

岡士相談にて相定へし尤も必す西洋 9 月 1 日以後遠からさるを要す先般布告せし図面可成丈

用ゆへしといへとも同所日本役人 各国岡士不残同意にて改むる事苦からす若し改むる事有

之件々糶売日限より少なくとも五日前に大阪に於いて布告すへし

　　　　注「兵庫大阪規定書」八、九「附録」第五　せり貸条項の具体化

第二�　兵庫に於いて地面糶売之高方角並日限日本の役人と各国岡士相談にて相定へし且つ糶売日

限より少なくとも五日前に日本政府に於いて糶売差出す地面之図面を設け兵庫に於いて布告

いたし区地之数方角且追って開くへき道路下水各国へ知らしむへし地面一区の坪数は二百坪

小地とし六百坪大地とす道路の幅四十尺より狭きことなかるへし

　　　　注「兵庫・大阪規定書」九「附録」第六「競賣規則」一條の細目的条項
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第三�　前件の通り大阪 兵庫に於いて貸し渡し候地面元金壱坪に付金弐両と相定め内金壱両弐分

は地面を設る雑費として日本政府にて取置残り弐分は日本政府より積金預り方へ相渡し居留

地積金として道路下水普請修復常夜灯其外居留地用金にいたすへし且つ大阪兵庫に於いて右

元金より高く糶売候益金半高は右積金へ加ふる為め政府にて譲るへし

　　　　注�　「兵庫・大阪規定書」六　地券譲渡代金による造成費用返還の具体的条項、「附録」第四
の細目的条項

第四�　大阪兵庫居留地地面糶売之儀は此箇条書に附属する糶売之法則に随ふへし糶売残之地面は

追て又糶しむへし其日限は同所日本役人と各国岡士にて相定め何れとも一ヶ月前に布告すへ

し

　　　　注「兵庫・大阪規定書」九　「附録」第七　「競賣規則」一～八　せり貸条項の具体化　

第五�　大阪 兵庫に於いて地税は一ヵ年一坪一分に相定めり此地税之内大阪に於いて金三百八拾

壱両兵庫に於いて四百四拾両壱分平常地税高にて年々日本政府へ納へし残三分を居留地積金

として道路下水普請常夜燈其外居留地用金と致すへし尤も前金にて相納へき事

　　　　注�　「兵庫大阪規定書」七　居留地積み金の使途は日本政府と外国公使と追って相談の具体
化条項　「附録」第二愡入費条項の細目

第六�　右積金を取設けるに依り天災之ため破損するの外道路下水溝修復常夜燈其外居留地入費は

日本政府にて関係なかるへし右非常天災之ため破損有之時は日本政府より差出すへき分は双

方相談にて相定へし

　　　　注　全く新たな損害補填条項

第七�　此約條書に依り地面を借靖し外国人より定居留地積金之ため収むへき金は先岡士へ収納い

たし岡士より積金預り方へ渡すへし居留地積金之義者同所日本役人各国岡士 居留人行事相

談にて取扱ふへし行事三人より多くすへからす各国岡士別帳簿に姓名を記せし者之内より選

挙すへし選挙手続勤続年限は各国岡士にて定むへし

　　　　注�　「兵庫・大阪規定書」七　居留地積み金の使途は日本政府と外国公使と追って相談の具
体化条項

第八�　追て若大阪或者兵庫居留地取締として外国人抱入之儀要する時者右入費として壱坪に付割

合を差出すべし尤壱坪に付金壱分の三分の一に過へからす金高 収納の日限之儀者同所役人

と各国岡士及び前件居留人行事相談にて年々相定べし

　　　　注�　「兵庫・大阪規定書」七　「附録」第八　「競賣規則」九條及び地券案に規定の取締条項
の細目

第九�　日本政府入費にて両所居留地石垣上陸場を修復いたし且上陸場最寄之海河を浚ひ干潮たり

とも差支なき様致すへし

　　　　注　「附録」第九　と同一の条項）可届出事
　　　　　　（明治政府締結　大日本外交文書第一巻第一刷 [433] 附属書三 925 頁）

付録 12　「三府 開港場取締心得」（抄）（全 17 条）（　）数字は筆者による）

『法規分類大全』第一編警察門一警察總 1 頁
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一�　地方警備ノ儀ハ、諸民安堵営業致シ候様トノ御趣意ニ候間深ク御趣意ヲ奉體シ無怠惰厳重取

締可致候事（1）

一�　持場中其地方ノ規則ニ従ヒ晝夜無間断見廻リ火附盗賊貨幣贋造等ノ類ハ勿論強談暴行總テ諸

民ノ妨害トナルヘキ所業ニ従ヒ候者ハ見聞次第ニ召捕ヘ其地方官廰へ可届出事（2）

一　胡亂ノ者召捕へ候節ハ一應聞糺シ疑敷者ハ速ニ其地方官廰へ可届出候事（3）

一　逮捕ノ節手餘リ候者有之節ハ其場合相應の手配ヲ以テ取押へ可申候事（4）

一�　街上抜刀スル等狂惇ノ所業ニ及ヒ候モノ有之節ハ直ニ逮捕可致ハ勿論若逃去候ハゝ迅速前後

左右ノ各区へ相通シ其地方官廰へモ相届無抜目手配リ可致候事致候事（5）

　　但近傍大小ノ各区響應ノ方法平素打合セ置き緩急互ニ相援可申事

一�　乱暴人等召捕候節ハ其次第ニヨリ御褒美可被下萬一手疵ヲ負ヒ或ハ死亡ニモ立至リ候ハゝ療

養埋葬家族救助料等可被下事（6）

一�　外国人通行ノ節自然不都合ノ儀有之候テハ御威信ニモ関係候儀ニ付持場中無手抜取締可致候

事（13）

一�　地方警備ノ総長ハ勿論其各区ノ伍長ハ時々巡邏シテ勤怠ヲ監督シ褒貶可致且附属ニ到ル迄賄

賂ヲ受ケ或ハ尋常ノ訴訟等ニ関係ノ儀一切厳禁ノ事（17）

右ノ條々堅相守可申候尤取締場所人員 時刻割等ノ儀ハ其地方ノ便宜ヲ以テ精密規則可相立候事

（明治 8 年 3 月の行政警察規則制定により消滅、法規分類大全第一編警察門警察總）

付録 13　「山手外国人居留地取締掟書」（全 15 条）（　）数字は筆者による）

『横浜市史』資料編二十居留類「山手外国人居留地取締掟書」30 頁

一�　山手外国人取締ノ為メ昼夜見廻リ場所別紙絵図面ノ通り東ハ妙香寺辺ヨリ外国人遊歩新道屠

牛場迄西ハ掘割川ヲ境車橋新道迄南ハ競馬場北ハ海岸通リ迄外国人居留地無懈怠見廻可事（1）

一�　西洋各国支那印度其外条約未済国人民不良ノ所業及ヒ候モノ捕押専務ニ可相心得事（2）

一�　各国人居留地見廻役頭取六人外二十七人ヲ終日十一人宵十一人暁十一人ニ分轄シ外国人 支

那人取締役ト常々申合無懈怠見廻可事

　�　但見廻役ノ勤怠或ハ不良ノ所業有之節ハ　可成ケ頭取の権力ヲ以テ譴責シテ勉励セシムヘシ

　若不得已節ハ其段開港場取締役エ可申建事（3）

一�　十一人を二人ッ組合番号ヲ定置出張ノ節ハ二方二立分レ一周シテ帰レハ次巡直様巡席ヲ以巡羅

スヘシ 472 出張先ハ日本一時間ヲ限リ交代ス其往還途ヲ変ヲ見廻ヘキ事（4）

一�　彼我ノ国民若し途中ニテ急病等ニテ難儀致シ候ハ｀信切ニ取扱或ハ当港不案内ニテ市街ヲ問

ヒ又はハ屋号ヲ尋ルモノアラハ如何ニモ懇ニ教遣シ・以下或ハ全ク心得違ノ者有之節ハ穏ニ申

諭シ決テ権柄ヲ以テ暴ニ所置イタス間敷事（5）

一�　夜中事件有之翌朝マテ難差延　程ノ事柄ハ其の段外廰当番準大属エ申立可受差図時宜ニヨリ

深夜ニテモ開港場取締 取締役ベンソンへ事柄可申立候事（6）

一�　夜中巡邏ノ儀ハ山手居留地を徘徊スル者仮令犯罪ノ確証アラサルモ其形状疑フヘキ処アラハ

直ニ其者ヲ捉ヒ検査スルコト妨ケナシ（7）
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一�　日没ヨリ朝第八字迄ノ間ニ往来又ハ居館軒下ニ睡臥ノ者又ハ徒ニ駐車歩ノ者アラハ其所由ヲ

究問シ若し其の答フル所分明ナラサル時ハ是を捉ル妨ナシ（8）

一�　彼我ノ人民喧嘩又ハ盗ヲイタシ　差押者条約未済国人ニテ入牢ノ儀取締役ベンソン申立候

ハ、其段居留地取締掛リエ可申立事（9）

一�　外国人不慮ノ災害ニ逢ヒ候儀見聞及ヒ候節ハ其相手方捕押ノ手配迅速ニ行届候様イタシ置其

段早々外廰へ可申立且何国人ト去コト分居候へハ其事柄コンシユル所エモ為知可置事（10）

一�　外国人居留地出火ノ節彼我消防人数入込雑沓イタシ候間不都合ノ無之様精々心附可申事（11）

一�　外国人不法ノ所業及ヒ捕押候節ハゝ外国人取締役（ベンソン）同道其国岡士へ引渡可申岡士

所及ヒ双方突合吟味ノ節乱妨ニ逢ヒ候モノ日本人ニ候ハゝ家内ノ調度其外破壊ノ損失高当人ヨ

リ岡士エ申立其席ニ罷出候テ其節申立モ不致候テ後日掛合候テハ不行届候間其段兼テ相心得

下々難儀不相成り様精々心附可申其他梢末ノコトニテモ居留地取締掛へ其都度可相届事（12）

一�　外国人小仕御国人ニテ不良ノ所業イタシ候趣ニテ外国人ヨリ引渡シ候　又ハ捕押候ハゝ右糺

方ハ市在取締掛定廻りリニテ取扱候間深夜ニテモ町会所エ引渡其段居留地取締掛へ可申立事

（13）

一�　外国人貿易品輸出入ノ儀ハ東西波止場ノ帥外不相成規則ニ有之候処兎角納税を掠メントシテ

夜中或ハ人跡稀ノ海岸ニテ密商ヲ仕組候儀有之・以下略（14）

一�　非人乞食館内ハ勿論山手外国人居留地近辺ニテモ一切不立入様常々心附乞食屯集イタシ候ヲ

見　留次第遠方へ逐ヒ払可申事（15）

附録 14　「居留地取締掛規則」（抄）（全 40 条）明治 4 年 2 月（横浜巡整規則の改定）

『神奈川県史料』第七巻外務部二居留地四（明治四年～七年）居留地取締掛規則 124 頁

第一条　取締掛ヘ給与致候衣服並身具等左ノ通相定候事

　　　　　取締掛着用ノ部

　　　一　羅紗上着　冬着　　一　以下略

　　　一　同股引　　　同断　　一

　　　一　同上着　　　夏着　　一

　　　一　同股引　　　同断　　一

　　　一　傘　　　　　　　　一蓋

　　　　右ハ一ヶ年間可相用事

　　　一　雨具　　　　　　　一蓋

　　　　右ハ 18 ヶ月間可相用事

　　　　　巡整卒外国人着用ノ部

　　　一　羅紗上着　冬着　　一　

　　　　但重立候外国人へ金細筋一通付傘モ同断也

　　　一　同股引　　　同断　　一

　　　一　フラ子ル上着夏着　一
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　　　一　白股引　　　同断　　一

　　　　右ハ一ヶ年可相用事

　　　一　傘　　　　　　　　一蓋

　　　　但シ夏ハ白覆ヒ

　　　一　沓　　　　　　　　一足

　　　一　長沓　　　　　　　一足

　　　一　雨具　　　　　　　一

　　　　右ハ 18 ヶ月間可相用事

　　　　　取締掛下等着用ノ部　駆使重立以下着服

　　　一　呉呂服上下　冬着　　一　

　　　一　白股引　　　同断　　一

　　　一　同上着　　　夏着　　一

　　　一　同股引　　　同断　　一

　　　一　沓　　　　　　　　　一足

　　　一　傘　　　　　　　　　一蓋

　　　　右ハ一ヶ年可相用事

　　　一　雨具　　　　　　　一

　　　　右ハ 18 ヶ月間可相用事

　　　　　巡整卒支那人着用ノ部

　　　一　羅紗上着　　　　　一　

　　　　右ハ一ヶ年可相用事

　　　一　雨具　　　　　　　一

　　　　右ハ 18 ヶ月間可相用事

第二条　御仕着ノ衣類自然ト着損サシ度々修補・以下略

第三条　毎朝衣服冠物ハ勿論沓ノ外諸器械ヲ検査シ・以下略

第四条　取締掛ノ内酒狂乱暴相働候者於有之ハ厳重吟味ヲ加ヘ可申事

　　　　�但取締ノ趣意ハ市民ヲ保護シ家業ヲ安全ニ営マシメ風俗ヲ正シクスルノ為ニ候間各自礼

節ヲ重シ信義ヲ厚クシ総テ市民ノ便利ヲ計リ候様可心掛事

第五条　�勤務向きノ外ハ一切無用ノ他事ニ関係不可致且亦悪徒共縛捕致候節譬ヘ彼ヨリ不当ノ所

業致掛候共可成丈穏ニ所置スヘシ

　　　　�但手向ヒ等致候者カ或ハ乱妨人取鎮候節ハ格別其余ハ猥ニ木刀ヲ以テ打擲等致間敷候事

第六条　�尋常ノ職務ノ外不断屯所内ニ相詰居若事件差起候旨外ヨリ為知越候節ハ直様其場ニ駆付

相当ノ取計致ヘシ

第七条　�市中巡邏ノ間ハ屹度官服ヲ着用スヘシ得物ノ儀ハ兼テ相定置候分ノ外決シテ小銃等相携

申間敷候事

第十一条　�何等ノ人タリ共取締掛ニ向ヒ其番数ヲ承知致度旨申掛候ハゝ右取締掛ハ早速自身ノ番
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数ヲ告知ラセ其他諸事問ニ応ジテ返答スへシ且人モシ取締掛ニ加勢等頼ミ出候ハゝ其

事柄ノ邪正ヲ弁別シ無異議領承致シ十分ノ加勢可致事

第十四条　�取締掛ハ別テ銘々受持ノ場所ヲ保護到シ右場所内ノ者共悪事等不相働様精々心掛事

第二十条　諸持場内ノ取締向不行届ノ節ハ其持場取締長ノ越度タルヘキ事

第二十一条　�巡邏中風体怪敷相見候者ハ見受候節早速召捕申ヘシ　但シ日入ヨリ朝六字迄ノ内大

道或ハ中庭等ニ睡眠罷在候者ハ不及申其他大道等ニ行居候者有之候ハゝ其子細ヲ糾

シ自然不分明ノ申訳致シ候節ハ是亦召捕不苦事

第二十六条　�交代ノ節ハ一応持場内ヲ見廻リ聞掛リノ事件等ハ都テ交代ノ者へ引続其上ニテ交代

可致事

第三十一条　�取締掛ノ行状勤行ハ衆庶ノ手本ト相成候儀ニ付別テ我身ヲ慎ミ不行跡無之様能々可

心掛事

第三十二条　�市中ニテ喧嘩口論致候者有之候ハゝ双方召捕申へシ但シ外国人共喧嘩等致候節ハ右

同様捕押其筋ノコンシュル所へ可引渡事

第三十三条　�人ヲ召捕候趣意ハ其者ノ不逃去様且ハ乱妨等不相働様致候儀ニ付其旨能々相心得猥

ニ権威ヲ振ヒ残忍ノ所業等致間敷候事

第三十四条　�外国人宅ニ罷越罪人召捕候節ハ庁ヨリ召捕状可相渡候間右召捕状外国人宅へ持参家

主へ相見セ宅内入込召捕候段可掛合事

第四十条　�此規則書一冊ツゝ取締掛中へ相渡可申候ニ付兼テ熟読致置書中ノ条々堅ク可相守事

附録 15　「上海邏卒規則」目録

（『法規分類大全』第一編　警察門 66 ～ 200 頁）

（表題のみ）

第一回

　　一　邏卒勤方條例ノ事

　　一　邏卒給料ノ事

　　一　邏卒職服ノ事

　　一　邏卒賞賜金ノ事

　　一　邏卒病気ノ事

第二回

　　一　邏卒諸官勤方ノ事

　　一　監督勤方心得ノ事

　　一　検官勤方心得ノ事

　　一　区長勤方心得ノ事

　　一　邏卒勤方心得ノ事

　　一　邏卒禮儀ノ事
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　　一　出火の節ノ事

　　一　探索官勤方心得ノ事

第三回

　　一　邏卒勤方一般ノ事

　　一　重罪人アル時心得方ノ事

　　一　軽罪人アル時心得ノ事

　　一　逃走人ノ事

　　一　娼妓ノ事

　　一　風俗を亂ス者ノ事

　　一　酔人ノ事

　　一　火技ヲ玩フ者ノ事

　　一　流民ノ事

　　一　無宿者ノ事

　　一　馬上ニテ暴ニ乗リ歩ク者ノ事

　　一　畜類ニ對シテ暴虐ノ所業ヲ為ス者ノ事

　　一　石礫ヲ擲ル者ノ事

　　一　汚物ヲ猥リニ捨ル者ノ事

　　一　故ラニ人ノ損害ヲ企ツル者ノ事

　　一　往来ノ障碍ヲ為ス者ノ事

　　一　人ヲ攻撃スル者ノ事

　　一　囚人取扱ノ事

　　一　證書ノ事

　　一　兵隊ニ對シテ心得ノ事

　　一　證據ノ事

　　一　路迷スル畜類ノ事

　　一　請負人ヲ立テゝ人ヲ詐ス事

　　一　即時に囚捕セスシテ其時其筋ヘ注進スヘキ者ノ事

　　一　往来筋病人ノ事

　　一　質屋ノ事

　　　　　　　以上

　（三　邏卒勤方心得の事）

　　一　取締隊ノ専務トスル處ハ犯罪ノ者ヲ防拒スル之ニアルナリ

　　　�　此ノ専務ヲ全ウスルニハ人民 ニ其所有品ヲ安全ニシテ世間ノ静謐ヲ守護シ居留地ヲ納

ルニアルヘキ事　夫レ之ヲ豫メ防拒スルハ法ヲ以テ犯シタル者ヲ見出シテ後其者ヲ罰スル

ヨリ其効遥ニ大ナリトス

　　　�　罪科を犯す事能わざるよう防守するには邏卒怠らず其持場を見回るに如かざるなり故に
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若し犯罪の者多きときは自然邏卒勤方の等閑に帰し　犯罪の者少なきときは邏卒精勤藎力

ノ証拠と相成るべきなり

　　　�　邏卒は各々行状を正しく精勤勉強して上級に昇ることに励むべし　元来邏卒操練教習に

熟達する時は儘く士官の命令に従うことを得るなり　故に其の身の職分を盡し能く上官の

命令を守りて事を達くるときは其時々布告せらるる事を心得あるべき事

附録 16　行政警察規則

（明治 8 年（1875）3 月 7 日内務省）

写真 18　行政警察規則
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写真 20　行政警察規則

写真 19　行政警察規則
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写真 21　行政警察規則


